
 

※当分の間の措置として、精神障害者である短時間労働者は、雇入れの日からの期間等にかかわらず、 

１人をもって１人とみなすこととしています。 
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障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実

現の理念の下、事業主には法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。 

Q＆A 

① 年４月以降） 

令和６年４月～  

障がい者の法定雇用率が引上げられています 

Q．障がい者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか？ 
 

A．障がい者雇用のための各種助成金や、職場定着に向けた人的支援など、様々な 

支援制度をご利用いただけます。サポートを実施している機関は様々あります 

ので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。 

⇒ 「障害者雇用のご案内」：https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf 

▼ 短時間労働者や、重度身体障害者、重度知的障害者などは、カウント方法が異なります。 

令和６年４月以降、週所定

労働時間が10時間以上

20時間未満の精神障害

者、重度身体障害者及び

重度知的障害者につい

て、雇用率上、0.5カウン

トとして算定できるよう

になりました。 

 

常時雇用している労働者が１５０人の企業の場合、３人以上の障がい者雇用義務があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

始まっています 

 2024年度働き方改革関連法施行 
  ２０１９年４月から順次施行されている、いわゆる働き方改革関連法ですが、５年間の猶予期間を設けられてい
た業務についても、２０２４年４月から新たに規制が適用されました。 

施行前と施行後でどのような違いがあるのでしょうか。 

また、今回の施行に伴って懸念されている物流の「２０２４年問題」とはどのような問題なのでしょうか。 

２０２４年４月から何がどう変わるのか 

▼2０２４年４月から働き方改革関連法が施行・適用される主な業種 

▼トラック運転者の改善基準告示 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

その結果、物流業界全体に及ぼす影響として、 

「全国で約３５％の荷物が運べなくなる可能性」が懸念されています。  

２０２４年問題を解決するためには 

★ドライバーの拘束時間の減少のため、以下の実施が不可欠です。 

 ①荷待ち時間の短縮 

 ②付帯作業の軽減 

 

荷主企業 

★ドライバーの確保のため、以下の取組が求められます。 

 ①「中継輸送」、「共同輸配送」、「モーダルシフト」など、輸送方法の工夫 

 ②職場環境改善           

 

トラック事業者 

 

★再配達削減に向けた取組 

物流利用者 

２０２４年問題とは？ 

 トラック事業においても、2024年４月から働き方改革関連法施行により時間外労働の上限（休

日を除く年９６０時間）規制等が適用されます。 

この規制は、「２０２４年問題」と称され、とりわけ他の業態よりも労働時間が長いとされるトラッ

ク事業について、労働時間が制限されることで、下記の事項が懸念されています。 

①1日に運ぶことができる荷物の量の減少 

②トラック事業者の売上げ・利益の減少 

③ドライバーの収入の減少 

④収入の減少による担い手不足 

 

これらの問題を解決するためには、トラック事業を始めとする関係者の努力だけでは限界があります。 

２０２４年問題で懸念差される課題を解決し、社会経済活動に必要不可欠な物流を維持していくために

は荷主企業や物流を利用する関係者も一体となって考え、取り組んでいくことが重要です。 

参考：国土交通省・東北運輸局ウェブサイト 

           

 



 

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 

 

 

 

外国人労働者を雇用する事業主の皆様へ 

外国人労働者の職場定着のために助成金を活用しませんか？ 

人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コースのご案内 

 
 

 

 

概要 

外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などの知識の不足や、言語の違いなどから労働条件・解雇

などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。 

この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組

む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。 

主な受給要件 

(1) 外国人労働者を雇用している事業主であること 

(2) 認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置（1及び 2の措置に

加え、3～5のいずれかを選択）を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること 

1 雇用労務責任者の選任 

2 就業規則等の社内規程の多言語化 

3 苦情・相談体制の整備 

4 一時帰国のための休暇制度の整備 

5 社内マニュアル・標識類等の多言語化 

(3) 就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職票が 10％以下であること 

 

 支給額 

1受給要件をすべて満たした場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた下表の額が支給されます。 

2支給対象経費 

  計画期間内に、事業主から外部の機関又は専門家等（以下「外部機関等」という）に対して支払いが完了した 

以下の経費を対象とします。 

(1) 通訳費 （外部機関等に委託をするものに限る） 

(2) 翻訳機器導入費 （事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に 

限り、１０万円を上限とする） 

(3) 翻訳料 （外部機関等に委託するものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経 

費を含む） 

(4) 弁護士、社会保険労務士等への委託料 （外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問 

料等は含まない） 

(5) 社内標識類の設置・改修費 （外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る） 

～次回の高槻ワーキングニュースは令和６年８月２５日発行予定です～ 
 


